
○ 制定年月
○

○

○

○

■　　基本業務

□　　機器取り扱い

□　　その他

【処遇業務標準化】
特別養護老人ホーム　八女の里

介護老人福祉施設　八女の里
ユニット型特別養護老人ホーム　ステイン八女の里

Ｎｏ．１

事

業

区

分

業務区分

改訂年月

平成29年　4月1日

ユニット型介護老人福祉施設　八女の里

業務名 風水害訓練（夜間）

介護付き有料老人ホーム　グラン八女の里

【担当】

・作業指示者

・初期消火係

・避難・誘導係

夜間、八女の里にて風水害（台風・豪雨）が発生したと想定し、指示者の指示に従って適宜に定められた役割を果たし、

①火元等の確認・点検　②情報収集・確認　　③安全確保（避難準備）　④応援要請（通報）　⑤避難誘導

⑥安否確認　を行う。

　※夜勤者は多床室、ステイン、グランを合わせて計７名と管理宿直者１名

【方法】

１．警報発令　または　風水害発生（台風、豪雨）した際には、テレビ・ラジオ等からの情報収集を行う。

　　　また、市担当課や防災関連機関と連絡をとり必要な情報、報告を行う。　　（通報・連絡係）

２．作業指示者Ａは、各フロア夜勤者、管理宿直者へ連絡をし、火元の確認・点検、安全確保、避難準備、

・防護工作係

・救護係

・通報・連絡係

　　 避難誘導係Ｃは、いつでも避難できるように避難経路の確認・確保、入居者の護送方法の確認、（担架等の準備）

　　 搬送車両の準備、安全な場所へ移動を必要に応じて行う。※避難必要時には、すぐに避難誘導を開始。

　　 防護工作係Ｄは、持ち出し品（食料など）の準備を行うとともに、避難誘導係Ｃとともに、避難経路の確保

　　 を行う。※確認行動時には、身近な消火器を持って確認作業にあたる。（天井まで達していた際は消火不能と判断）

　　　通報・連絡の指示を出す。

　　　※この時点で、危険と判断した際にはすぐに避難誘導開始と通報（応援要請）の指示を出す。

３．初期消火係Ｂは、各フロア毎の火元の点検、ガス漏れの有無、発火の防止及び発火の際の初期消火活動

　　 を行う。※確認行動時には、身近な消火器を持って確認作業にあたる。（天井まで達していた際は消火不能と判断）

　   ※応援要請　…　消防署、警察署、近隣住民、地元消防団

　　 施設外の避難場所への避難が必要な際には、事前に１次、２次避難場所へ連絡し、受け入れ状況などの確認

　　 を行う。

　★八女福祉会職員は、テレビやラジオ等の情報で応援が必要と判断した際には自主的に施設に駆けつける。

　　 救護係Ｅは、救護活動に必要な物品の準備と入居者の方が不安になられることがないように、精神的ケアに

　   努める。　※負傷者が出た際には、避難場所にて救護活動にあたる。

　　 通報・連絡係Ｆは、テレビ・ラジオ等での情報収集や、各関係機関との連絡を行う。

　　 ※すぐにでも避難が必要な際には、館内放送にて避難開始の指示を出すとともに、応援要請を行う。

　　　へ報告を行う。

　

　　 ※受け入れ避難先の状況に応じては、分かれて避難することが大いに予想される為、その際には、各避難グループの

　　　　責任者を、部長・課長・主任のいずれかで行うことし、避難後に報告、確認を行う。

　★作業指示者Ａは状況、情報より施設内に留まることの安全性が高いと判断した際には、安全な場所での待機

　　 指示を出す。（ライフライン停止時の対策はＮｏ３内容にて確認）

４．施設外へ避難を行った場合には、施設出発時と避難場所での人員の確認（安否確認）を行い、作業指示者Ａ

　  その際、自身の身の安全確保が第一であり無理はしない。

　　 非常連絡網にて召集が掛かった際には、必要と思われる物品を持参し駆けつける。

　　 到着後は、作業指示者の指示に従い、避難誘導、物品準備等に入る。

Ａ｜夜勤責任者（主任・副主任・チーフ）※応援職員到着後は交代（施設長、部長な

ど） 

Ｂ｜多床室夜勤者①、各フロア夜勤者（避難誘導を兼務） 

Ｃ｜各フロア夜勤者 

Ｄ｜各フロア夜勤者、管理宿直者   （避難誘導を兼務） 

Ｅ｜各フロア夜勤者            （避難誘導を兼務） 



○ 制定年月
○

○

○

○

【処遇業務標準化】 Ｎｏ．２

事

業

区

分

特別養護老人ホーム　八女の里 業務区分 平成29年　4月1日

介護老人福祉施設　八女の里 ■　　基本業務

改訂年月
ユニット型特別養護老人ホーム　ステイン八女の里 □　　機器取り扱い
ユニット型介護老人福祉施設　八女の里 □　　その他
介護付き有料老人ホーム　グラン八女の里

業務名 風水害訓練（昼間）

※避難の際には、徒歩及び車両使用での避難を行う。

護送方法が、担送・車椅子の方を優先し車両での避難とする。

○１次避難場所 ◎２次避難場所 



○ 制定年月
○

○

○

○

【処遇業務標準化】 Ｎｏ．３

事

業

区

分

特別養護老人ホーム　八女の里 業務区分 平成29年　4月1日

介護老人福祉施設　八女の里 ■　　基本業務

改訂年月
ユニット型特別養護老人ホーム　ステイン八女の里 □　　機器取り扱い
ユニット型介護老人福祉施設　八女の里 □　　その他

【施設内に留まる際にライフラインが停止した際の対策方法】

★照明★

非常灯、懐中電灯、ランタン、ロウソクを使用。

★冷房・暖房★

介護付き有料老人ホーム　グラン八女の里

業務名 風水害訓練（昼間）

★ガス★

卓上コンロの使用

★電話★

無停電電話、携帯電話の使用

（夏）薄着、うちわ等

（冬）厚着、毛布、湯たんぽ、カイロ等

★水道★

備蓄飲料水の使用、生活用水は浴槽などの溜め水を使用　　※支援物資での対応

【医療機器使用者に関して】

医療機器内臓、外部バッテリーでの対応、酸素ボンベの使用、一時的な医療機関への転院

【食事の提供に関して】

備蓄食料品・非常食にて対応。　　食器類は使い捨てを使用。

ローテンションの管理と健康の管理

【入居者ケアに関して】

見回りの強化（ナースコール使用不可）、情報提供（継続的な声かけ、不安の解消）

【職員管理に関して】



制定年月

【処遇業務標準化】 Ｎｏ．４

事

業

区

分

特別養護老人ホーム　八女の里 業務区分

介護老人福祉施設　八女の里

改訂年月

介護付き有料老人ホーム　グラン八女の里

業務名

ユニット型特別養護老人ホーム　ステイン八女の里

ユニット型介護老人福祉施設　八女の里


